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九条の会．ひがしなだ 

                     

第 162 号 
 

２０２３年 

６月２９日 

 

事務局 西谷利文 Tel 080-1485-5603  E-mail  nishi-t@hm.h555.net 

 

    FK 元弁護士の“ここがポイント”                                     

     憲法９条を守りぬくために 
                          深草 徹 
非軍事平和主義を宣言した憲法９条が揺らいでいる今、９条を生み出した要因を考えてみることは

意義深いことです。 

私は、せんじ詰めれば次の二つの要因に整理できると思います。 

（国内的要因） 

① 戦争により他国民に夥しい犠牲をもたらし、最愛の家族を失い、自らも廃墟の中で辛酸をなめ

ることを余儀なくされていることに対する悔恨と反省 

② 長期にわたり強いられた戦争の恐怖 

 これらにより理屈ではなく条件反射的に、２度と戦争をしてはならないという反戦・平和の思想が

国民を深くとらえた。  

（国際的要因） 

 第一次大戦後、世界的規模で反戦・平和の運動が湧き起こり、国際社会は、戦争防止のための取り

組みを進めた。これにより「戦争と平和に関する国際法」の画期的前進が始まったが、それにもかか

わらず第二次大戦を防ぐことができなかった。戦後、国際社会は、これまでの限界を見据え、国連創

設、武力行使禁止、集団的安全保障を定める国連憲章制定など「戦争と平和に関する国際法」を一層

整備した。 

これにより正義と秩序を基調とする国際平和の確立へと大きく前進した。 

 ９条の非軍事平和主義は、これら二つの要因が織りなしたものです。ですから、９条を守る運動を

担う人たちは、反戦・平和の思いを語るだけでなく、正義と秩序を基調とする国際平和を確立させる

展望を語らなければ、国民の共感を得て運動を発展させることができないでしょう。 

（深草憲法問題研究室主宰、九条の会ひがしなだ筆頭代表世話人） 

 

９条守れ、とみんなで一緒に声上げよう！ 

                                    梶原義行 
この色紙の書は集団的自衛権行使容認に反対してデモに加わった女性が詠んだ歌

です。秀句とされながら埼玉県の公民館の「公民館だより」に載せられなかったこ

とで、裁判を闘い勝訴しました。私はこの句にシンパシーを持ち、すばらしい句と

思って気にしていましたが、昨年９月に神戸であった「表現の不自由展」の時に掲

示されているのを見て喜んでスマフォにパチリと収めました。今や岸田政権が大軍

拡と原発回帰を進めている時、この句が益々光り輝くことを願っています。 

（東灘区在住） 
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      雨、止んだけど？          横林賢二 

                         5月 19日広島サミット。 
                        献花時、私には核の傘を持って 
                        いる姿が写りました。 
                         サーロー節子さん、翌日の記者 
                     記者  会見発言。 
                            「原爆資料館で何を感じ、 
                             何を考えたのか。 
                             その声を聞きたかっ 
                             た。武器支援のこと 
                        ばかりで話し合いによる解決策 
                        が聞こえてこない。 広島でそう 
                        した話をされるのはうれしくな 
                        い。」（共同通信より） 
原爆資料館内（40 分）のことはゼレンスキー大統領も含め明らかにせず、理由も語られていません。

誰の為の G7であったのでしょうか？ 
                                     （ 熟年者ユニオン 75歳） 

2023年 5月 21日 
 
 

九条の会 全国交流集会に参加して 

「平和でなければ釣りができない」 
                                 西谷利文                                                    

５月２９日、東京都内で「大軍拡反対、憲法改悪を止めよ

う！『九条の会』全国交流集会ー大江健三郎さんの志を受

けついでー」が開かれ参加してきました。 

当日は全国３２都道府県、２９の分野別の九条の会から２

９２人が参加。岸田政権が安保３文書に基づき「敵基地攻

撃能力」の保有、５年間で４３兆円の大軍拡を進める緊迫

した情勢の中で憲法９条を守ろうといきいきと活動する草

の根の運動の経験を交流する場となりました。 

 各地各分野の活動報告の中で、私が特に印象に残ったのは、埼玉県の「渓流９条の会」の、「平和

でなければ釣りができない」と全国の釣り仲間に呼びかけて約１００人近くが集まり、自然環境保護

の問題とも結んで楽しく活動しているという報告と、長野県から参加した「全国首長九条の会」の元

長野県阿智村長の報告で、「長野県は戦時中、『満蒙開拓団』に全国で一番多く送り出した自治体だ

った。地方自治の本旨をうたった憲法９２条は、憲法９条と表裏の関係にある。９条を守ることは、

それぞれの自治体の民主的な発展と切っても切れない関係にあることを私たちは確信している」とい

う発言でした。 

また、九条の会発足時の呼びかけ人の澤地久枝さんは体調不良のため、出席されていませんでした

が、その後世話人になられた愛敬浩二さん（早稲田大学教授）池田香代子さん（翻訳家）伊藤真さん

（弁護士）などからのそれぞれの専門分野からの発言には勇気づけられました。 

この交流集会に参加するに当たって、５月１３日の講演会において、訴えに応えて多額のカンパを

いただき、ありがとうございました。 

                              （九条の会.ひがしなだ事務局長） 

☂ 
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映画案内 

韓国の人にとっての鉄道への思いとは 

映画サークル７月例会『手紙と線路と小さな奇跡』 

松本正憲 
朝日新聞デジタル版の記事の中に「鉄道とともに日本軍はやって

きた」というタイトルの記事があり、その中で「日帝と韓国鉄道」

の著者・鄭在貞(チョン・ジェジョン)さんはこう述べています。

「韓国から見れば、鉄道とともに日本軍がやってきて、収奪と抑圧

の時代が始まった」と。 

 韓国・天安(チョナン)市にある独立記念館の中庭には「鉄道を破

壊した朝鮮人を日本軍が処刑する場面を再現した展示もあります。

ソウルの南・義王(ウィワン)市にある鉄道博物館の元館長さんは「汽車に向かい卵を投げつける韓国

の人々が沢山いた。戦時中は日本が敷いた鉄道が朝鮮人の家族や恋人を戦地や日本に運んだ」と取材

した福岡に本社がある新聞社の取材に答えています。 

 ７月例会『手紙と線路と小さな奇跡』は韓国・慶尚北道にある嶺東(ヨンドン)線・両元(ヤンウォ

ン)という私設駅誕生をモチーフに駅誕生のために奮闘する高校生と家族、友人の物語です。石炭がエ

ネルギー源の大半を占めていた朝鮮戦争後の韓国では嶺東線は石炭を運ぶ産業用路線として誕生した

経緯があり、住民を運ぶ目的は最初からなかったのですが。 

 交通の便が整った都会に住む人たちには伺い知れない、地方に住む人たちの鉄道に対する思いがあ

ふれた作品になっており、不採算路線切り捨てで鉄道を失った日本人の思いとも、国を越えてどこか

で繋がっているそんな作品だと思います。 

上映日時等は神戸サークルホームページをご覧ください。 

                                           (神戸映画サークル) 

 

憲法私考 

            「本来の立法府」とは・・・」 
                                     片岡英夫 
 岸田首相は中・露の専制体制を念頭に「法による支配」という言葉を使い、G７では専制的でなく、 

法に則った民主主義体制だと強調する事が多いです。 

 しかし、自身の政治手法はどうかと問えば、“法を無視している”としか言えません。 

 国会は法律をつくる立法府であり、その法律は最高法規である現行憲法に反するものであってはい

けません。故安倍元首相のいうように「みっともない憲法」だとしても、改定されていない以上、現

行憲法に反する法律をつくってはいけないという事です。これこそ「法の支配による民主主義」です。 

 さて、安保関連法成立過程を振り返りますと、与党側の参考人を含め全参考人が「違憲だ」と明確

に発言しました。参考人は日本を代表する憲法学者ですから安保関連法は論理的に違憲ですし、岸田

政権での安保三文書も同様だと思います。 

「法の支配」を本当に実行すべきと強く思います。 

                                （元高校教員 東灘区在住） 
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              戦争の実態とは！ 
                                     うらがみ忠文 
あのベトナム戦争。戦死者の数。 

 米国兵士      ５８，０００人 

 南ベトナム兵士   ２５５，０００人 

 南ベトナム市民   ４３０，０００人 

 北ベトナム兵士  １，５００，０００人 

北ベトナム市民  ２，０００，０００人 

“共産主義から世界を守る”というアメリカの理屈の前に、むごい話です。 

広島や長崎で、国際法違反の爆弾を使用しました。ようやれますなぁ。 

 昭和２０年３月１０日。東京大空襲。その日が東京の小学校の卒業式というのがわかていて、疎開

先から戻ってきた６年生と母さんが抱き合って眠っている深夜に。アメリカの神経と考え方はよくわ

かりません。 

 バイデンさんもトランプさんも、疲れた顔をしてますなぁ。プーチンさんも、習近平さんも笑顔が

ないですなぁ。せめて、我々は明るくさわやかに、元気でいきましょうぜ。 

（前神戸市会議員） 

ハナ絵モンの思い 

活かそう！子どもの権利 

                         関本（市川）英恵 

前号で紹介した絵本「いろいろいろんなかぞくのほん」には、

「がっこうが、どうしてもにがてなこもいる」と書かれている

ページもあります。先日観た映画「ゆめパのじかん」には、学

校に行っていない子どもたちが安心して過ごせる「フリースペ

ースえん」が登場しました。一人ひとりの子どもに合った学び

と育ちの環境を整えていくことなのだと感じました。 

国連で子どもの権利条約が採択され、日本がそれを批准したことを受けて、川崎市子どもの権

利に関する条例が制定されます。川崎市子ども夢パーク、通称「ゆめパ」は、同条例をもとに官

民協同で作られた、子どもたちみんなの遊び場です。 

条約の批准にとどまらず、それを国や自治体が現場に活かすことが重要だと思います。神戸市

でも、子どもの権利条例が制定され活かされることを願います。 

（「憲法の歌」作詞者） 

 

カンパの郵便振替口座 

 口座記号 ００９００－６ 

 番  号 ２１７１２９ 

 名  義 九条の会.ひがしなだ 
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